
わ た し ま ちの し ろ 市 議 会 だ よ り

3 2023.7 第69号

◆
令
和
５
年
度
能
代
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
給
付
事

業
（
ひ
と
り
親
世
帯
分
、
ひ
と
り
親
以
外
世
帯
分
）

及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
等
交
付
事
業
に
つ
い
て
、

必
要
経
費
を
専
決
処
分
し
ま
し
た
。

次
の
人
事
案
件
に
同
意
し
ま
し
た
。

〇
監
査
委
員　
　
　
　
　

淡
路　

誠　
　

山
内
大
地

（
敬
称
略
）

○
全
国
市
議
会
議
長
会
表
彰

　
　
　

・
議
員
在
職
20
年
以
上　
　
　

菊
地　

時
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
岡　

明
雄

　
　
　

・
正
副
議
長
在
職
４
年
以
上　

庄
司　

絋
八

令
和
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
は

賛
成
多
数
で
可
決　

 

　

６
月
定
例
会
は
、
６
月
６
日
か
ら
29
日
ま
で
24
日

間
の
会
期
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

提
出
さ
れ
た
議
案
は
、
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど

全
12 
件
で
審
議
の
結
果
、
全
て
の
議
案
を
承
認
・
可

決
・
同
意
し
ま
し
た
。

　

３
月
定
例
会
で
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た
陳
情
１

件
は
不
採
択
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
定
例
会
で
は
、
在
職
20
年
以
上
の
議
員

へ
表
彰
状
の
伝
達
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

◆
能
代
市
監
査
委
員
に
関
す
る
条
例
を
一
部
改
正
し

ま
し
た

　

監
査
委
員
の
定
数
を
３
人
に
す
る
と
と
も
に
、

識
見
監
査
委
員
を
非
常
勤
と
し
ま
し
た
。

　

補
正
予
算
（
第
４
号
）
は
、
３
億
６
４
２
７
万
２

０
０
０
円
を
、（
第
５
号
）
は
、
３
２
２
５
万
８
０

０
０
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
は
３
２
６
億
２
４
３

５
万
８
０
０
０
円
と
な
り
ま
し
た
。

◆
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
重
点
支
援
給

付
金
事
業
費

２
億
５
６
５
９
万
７
０
０
０
円

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
し
、
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。

◆
学
校
給
食
費
物
価
高
騰
対
策
支
援
事
業
費

６
３
７
万
９
０
０
０
円

　

物
価
高
騰
に
よ
る
食
材
費
上
昇
分
の
支
援
を
追

加
し
ま
す
。

◆
障
害
者
支
援
施
設
等
物
価
高
騰
対
策
事
業
費

３
７
８
万
円

◆
介
護
保
険
施
設
等
物
価
高
騰
対
策
事
業
費

２
３
４
０
万
円

◆
保
育
所
等
物
価
高
騰
対
策
事
業
費

５
０
７
万
８
０
０
０
円

　

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
い
る
、
障
害
者
支

援
施
設
、
介
護
保
険
施
設
及
び
保
育
所
等
を
支
援

し
ま
す
。

◆
能
代
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆
能
代
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

◆
能
代
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
っ

て
減
免
の
対
象
と
な
る
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護

保
険
料
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

◆
令
和
４
年
度
能
代
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
15
号
）

6
月
定
例
会
の
概
要

6
月
定
例
会
の
概
要

主
な
単
行
議
案

令
和
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

専
決
処
分
の
承
認

補
正
予
算
の
主
な
内
容
・
事
業

専決処分の承認…長（市長等）が議会を招集するいとまがない場合などに、議会の議決を要する案件や議会が長に委
任した事項について、議会に代わって長が処分することを専決処分といい、長はこのことを次の議会に報告し、承認を
求めることとなります。

人　

事　

案　

件

表
彰
状
の
伝
達

４
月
27
日　

議
会
運
営
委
員
会

５
月
30
日　

会
派
代
表
者
会
議
、
議
会
運
営
委
員
会

６
月
６
日　

本
会
議
（
６
月
定
例
会
開
会
）

　
　

12
日　

本
会
議
（
一
般
質
問
）、
広
報
委
員
会

　
　

13
日　

会
派
代
表
者
会
議
、
議
会
運
営
委
員
会
、

本
会
議
（
一
般
質
問
）

　
　

16
日　

本
会
議
（
付
託
）

　
　

19
日　

予
算
委
員
会
（
分
科
会
）・
部
門
別
各
常

任
委
員
会

　
　

21
日　

議
会
改
革
調
査
特
別
委
員
会

　
　

27
日　

会
派
代
表
者
会
議
、
議
会
運
営
委
員
会
、

予
算
委
員
会
（
全
体
会
）

　
　

29
日　

議
会
運
営
委
員
会
、
本
会
議
（
６
月
定
例

会
閉
会
）

議
会
の
主
な
動
き
４
月
～
６
月


